
一部店舗における「昼休業」の実施について（お知らせ）

平素は当ＪＡの事業に対しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
現在当ＪＡでは、一部店舗で少人数での業務運営を行っており、法令等遵守と働き方改革実現のため、下記の
店舗で1時間の「昼休業」を実施させていただきます。
組合員・利用者の皆様にはご不便をお掛けすることとなりますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上
げます。

実施店舗 百島出張所　御調営農センター　東生口出張所
甲山営農センター　世羅西営農センター

休業時間 12時30分から13時30分（1時間）

実施時期 令和5年3月1日（水）から


